
市 政 ニ ュ ー ス

令
和
６
年
４
月
採
用

半
田
市
職
員
採
用
説
明
会

就
職
活
動
中
の
学
生
の
方
を
対
象
に
、

採
用
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
先
輩
職
員

が
仕
事
内
容
な
ど
を
お
話
し
し
ま
す
。

日
時
（
各
日
３
回
）　

　
３
月
２７
日
㈪
・
４
月
１７
日
㈪

場
所　

　
市
役
所
（
４
階
）
大
会
議
室

対
象
職
種　

　
事
務
職
、
土
木
技
術
職
、
幼
児
教
育
士

※
幼
児
教
育
士
は
４
月
１７
日
㈪
の
み

定
員　
各
回
３０
名
（
先
着
順
）

※
幼
児
教
育
士
は
各
回
２０
名

申
込
み　

　
３
月
７
日
㈫
１２
時
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（「
半
田
市
職
員
採
用
試
験
情
報
」

で
検
索
）
に
あ
る
電
子
受
付
シ
ス
テ
ム

で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
わ
せ　

　
人
事
課　
☎
８４-

０
６
０
７

半
田
市
議
会
議
員

一般
選
挙
立
候
補

予
定
者
説
明
会　

４
月
２３
日
㈰
執
行
の
市
議
会
議
員
一
般

選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
次
の
と

お
り
開
催
し
ま
す
。

日
時　
３
月
２４
日
㈮　
１４
時
～

場
所　
市
役
所
（
４
階
）
大
会
議
室

※
出
席
者
は
、
会
場
等
の
都
合
に
よ
り
１

候
補
者
あ
た
り
2
人
以
内
と
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
わ
せ　

　
半
田
市
選
挙
管
理
委
員
会（
総
務
課
内
）

　
☎
８４-

０
６
１
３　

精
神
障
が
い
者
医
療
費

助
成
制
度
が
変
わ
り
ま
す

６５
歳
未
満
の
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉

手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
を
お
持
ち
の
方
の

保
険
診
療
分
に
係
る
自
己
負
担
額
の
医
療

費
助
成
に
つ
い
て
、
４
月
１
日
以
降
、
償

還
払
い
（
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支
払
っ

た
後
、
市
役
所
で
還
付
申
請
）
か
ら
現
物

給
付
（
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
な
し
）

に
変
更
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
に
は
、
精
神
障
が
い
者

医
療
費
受
給
者
証
を
３
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。
県
内
の
医
療
機
関
等
を
４
月
１
日

以
降
に
受
診
す
る
場
合
は
、
保
険
証
に
添

え
て
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

県
外
の
医
療
機
関
等
で
の
受
診
は
引
き
続

き
償
還
払
い
と
な
り
ま
す
。

※
既
に
障
が
い
者
医
療
ま
た
は
母
子
・
父

子
家
庭
医
療
の
受
給
資
格
を
取
得
さ
れ

て
い
る
方
、
生
活
保
護
受
給
中
の
方
で

医
療
券
に
よ
り
医
療
を
受
け
ら
れ
る
方

に
つ
い
て
は
送
付
し
ま
せ
ん
。

問
合
わ
せ　
国
保
年
金
課　

　
医
療
福
祉
担
当　
☎
８４-

０
６
５
２

３
月
２６
日
㈰
と
４
月
２
日
㈰
に
住
所
変
更
手
続
き

な
ど
の
た
め
市
役
所
を
臨
時
開
庁
し
ま
す　

窓
口
が
混
雑
す
る
春
先
、
引
っ
越
し
や

婚
姻
な
ど
の
住
民
異
動
に
と
も
な
う
手
続

き
が
、
休
日
に
も
で
き
る
よ
う
に
市
民
課

を
始
め
６
課
を
臨
時
開
庁
し
ま
す
。

日
時　
３
月
２６
日
㈰
、
４
月
２
日
㈰

　
８
時
３０
分
～
１２
時

場
所　
市
役
所
１
階
・
２
階

取
扱
業
務　

　
転
入
・
転
出
・
転
居
な
ど
住
民
異
動
に

と
も
な
う
業
務（
取
扱
業
務
一
覧
参
照
）

問
合
わ
せ　

　
市
民
課　
☎
８４-

０
６
３
２

課 名 取扱業務

市民課

・住民異動届（転入、転居、転出、世帯変更など）の受付
・戸籍届の受付
・印鑑登録申請の受付、登録証の交付
・住民票（広域交付除く）、印鑑登録証明書、戸籍証明などの交付
・マイナンバーカードの申請、交付

地域福祉課 ・住民異動届・戸籍届にともなう障がい者手帳、障がい者手当、各種支援
サービスに関する手続き

高齢介護課 ・住民異動届・戸籍届にともなう被保険者資格の取得、喪失などの手続き
・住民異動にともなう要介護認定に関する手続き

国保年金課 ・住民異動届・戸籍届にともなう国民健康保険、国民年金、後期高齢者医
療、子ども医療、心身障がい者医療、母子・父子家庭等医療の手続き

学校教育課 ・住民異動届にともなう学区変更などの手続き

子ども育成課 ・住民異動届・戸籍届にともなう児童手当、母子手当などに関する手続き

臨時開庁での取扱業務一覧

※他の市区町村などへの確認が必要な業務は、受付できない場合がありますので、
事前に担当課へお問合わせください。
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https://www.city.handa.lg.jp/somu/reiwa5shigisen.html
https://www.city.handa.lg.jp/shimin/kurashi/rinzi-kaichou.html
https://www.city.handa.lg.jp/honen/kenko/fukushi/shogaisha/jose/seshin1.html
https://www.city.handa.lg.jp/jinji/shise/jinjisaiyo/saiyo/saiyou.html



